
藍川北中学校ほか 2 施設体育館空調機で使用するＬＰガス需給仕様書 

 

１ 件  名 藍川北中学校ほか 2 施設体育館空調機で使用するＬＰガス 

 

２ 品  名 ＬＰガス（バルクローリー） 

 

３ 供給期間 令和５年１２月１日から令和６年１２月３１日まで 

 

４ 供給場所 岐阜市長が指定する場所 

 

５ 供給建物 表１のとおり 

 

【表１】 

施設名 所在地 
バルク 

タンク 

年間予定使用 

量（㎥） 

藍川北中学校 岐阜市加野 2 丁目 23 番 1 号 1ｔ型 2,902.2 

境川中学校 
岐阜市柳津町上佐波東 3 丁目 70 番

地 
1ｔ型 3,316.8 

教育研究所 岐阜市芥見南山 3 丁目 10 番地 1 1ｔ型 2,073 

 

６ 用  途 体育館空調機運転用 

 

７ 年間予定使用量 

  各学校の年間予定使用量及び設置するバルクタンクについては、表１のと 

 おり。また、供給期間中の月間予定使用量は別紙１のとおり。 

 

８ ガス料金の計算方法等（二部料金スライド制） 

 ア 毎月のガス料金＝基本料金＋（従量料金単価＋原料費調整額）×使用量 

   （消費税及び地方消費税相当分を含む。） 

 イ 基本料金には、ガスメーター及び通信機器の機器類や設備の保安点検、 

  検針費用などを含むものとする。ただし、1 ヶ月に満たない期間について 

  は、日割り計算とする。 

 ウ 使用量の単位は、立方メートルとし、その端数は小数点第１位以下の端 

  数を切り捨てる。 

   請求額は、総額(基本料金＋（従量料金単価＋原料費調整額）×使用量) 

  ＋消費税相当額の小数点以下を切り捨てとする。 

 



 エ 原料費調整額は、原則、中部電力ミライズ㈱が適用する金額とし、適用期 

  間についても同様とする。 

９ ガスメーター及び通信機器取り付け 

 ア ガスメーターの取り付けは、受注者にて行うこと。また、取り付けるガス 

  メーターは、災害時に連続使用を想定しており、連続運転しても停止しない 

  ものとする。 

 イ 受注者は、バルクタンクに通信装置を取り付け、残量が７割以下になっ 

  た際に自動発報し、発報後すみやかに充てんを行うこと。 

 ウ 受注者が変更となる場合は、原則ガスメーター及び通信機器を取り外し、 

  新旧受注者間で引継ぎを確実に行うこと。ただし、ガスメーターについては、 

  十分な耐用年数を有する場合、新旧業者間で協議し、引継ぎ及び精算を行う 

  ことについては特に定めない。 

 エ 残ガス精算等の引継ぎ費用については、新旧受注者間で精算を行うこと。 

 

１０ 検針及び支払い方法 

 ア 月毎に検針を行い、受注者は８アに基づき計算されたガス料金を発注者 

  に請求すること。 

 イ 検針日については発注者と協議の上決定すること。ただし、供給期間最終 

  日に検針を必ず行うこと。 

 ウ 請求書のあて先は岐阜市長とし、教育委員会事務局教育政策課宛に送付 

  すること。 

 

１１ 関係法令の遵守 

   下記の法令等を遵守すること。 

   「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」 

   「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令」 

   「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則｣ 

 

１２ 緊急時の対応 

 ア 緊急時に駆けつける保安機関が、緊急事態を連絡してから 30 分以内 

  に現場に到着できる体制が確保されていること。保安機関の事業者名、 

  連絡先を明示し、保安体制を報告すること。 

 イ 台風、大雨及び土砂災害等により避難所の開設が予想される場合、予め

十分なＬＰガスの充填を行うこと。また、災害時に岐阜市及び学校より要

請があった場合、早急なＬＰガスの充填に努めること。 

 

 



１３ その他 

 ア ＬＰガス納入に際しては、事前に学校側へ納入日の連絡をすること。ただ 

  し、供給の際は、原則学校側での立ち会いは行わない。鍵の運用については、 

  原則供給時に学校から受け取り、供給後施錠し、鍵を学校へ返却すること。 

 イ その他、疑義が生じた際は、適宜発注者と協議を行い決定すること。 

 

担当 

教育委員会事務局教育施設課 

建設係 原 

電話：２１４－２１８６（直通） 



（別紙１） 

                        月間予定使用量 

供給年月 使用量（m3) 

藍川北中学校 境川中学校 教育研究所 

令和 5 年 12 月 0.0  0.0  0.0 
令和 6 年  1 月 142.8  163.2  102.0 

 2 月 691.6  790.4  494.0 
 3 月 621.6  710.4  444.0 
 4 月 98.0  112.0  70.0 
 5 月 0.0  0.0  0.0 
 6 月 36.4  41.6  26.0 
 7 月 295.4  337.6  211.0 
 8 月 434.0  496.0  310.0 
 9 月 180.6  206.4  129.0 
10 月 400.4  457.6  286.0 
11 月 1.4 1.6  1.0 
12 月 0.0  0.0  0.0 

計 2,902.2 3,316.8 2,073.0 
 

※いずれも予定数値であり、実際の使用量においては、検針による。 

 


